
次世代自動車充電インフラ整備ビジョン（素案） 
【目的】 

 電気自動車（ＥＶ）やﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車（ＰＨＶ）に必要な充電ｲﾝﾌﾗの整
備を加速し、ＥＶやＰＨＶの更なる普及を促進する。 
 「次世代自動車充電ｲﾝﾌﾗ整備促進事業」（経産省H24補正予算） 
 

【対象充電器】 
 ・急速充電器、普通充電器 
 

【設置の現状】 
 ・幹線道路沿線を中心に公共施設や集客施設、自動車販売店等へ設置 
 ・埼玉・群馬・新潟の国道１７号をモデル路線に重点的に設置  
 

【課題】 
 ・運転者の「電欠」に対する不安を解消しなくてはＥＶの普及は困難 
 ・都市部では整備が進んでいるが、それ以外は整備に遅れ（空白地域） 
 ・県政サポーターアンケート：充電器の整備・拡充が強く求められている 

 

  

 走行中の「電欠」を防ぎ、円滑な走行を確保するため、利用者を限定しないなど公共
性を有し、次の整備計画に位置付けた場合に充電器を整備 

※ 整備に当たっての検討事項 

 ・ 急速充電器と普通充電器のセット設置、無理のない運営継続のための課金 

ビジョンの基本的な考え方 

整備計画  全体：急速又は普通充電器 ４３０基 

１ 「道の駅」             《設置基数：急速又は普通充電器 ３８基》 

  ・既設置の１か所を除き、すべての「道の駅」に設置 

２ 国道等沿線及び高速道ＩＣ周辺 《設置基数：急速又は普通充電器２６２基》 

 ・国道等沿線（約１０～１５ｋｍエリア）に設置 

  ・高速道路ＩＣ周辺（３ｋｍ）の幹線道路に設置 

３ 利用が多く見込まれる施設等 《設置基数：急速又は普通充電器１１８基》 

  ・大型ショッピングセンターに設置 

   ・大規模公園や長時間滞在施設等に設置 

    ・県庁舎や市町村公共施設等に設置 

４ 空白地域等        《設置基数：急速又は普通充電器 １２基》 

  ・充電器が設置されていない市町村の役場等に設置 

資料５  


